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開会のあいさつ 

議長（青栁正敏君）  皆様、こんにちは。 

      本日、平成２１年第３回多野藤岡医療事務市町村組合議会定例会が招集され

ましたところ、議員各位におかれましては、時節柄大変お忙しいところ、ご出

席いただきまして開会できますことを、心から感謝申し上げる次第でございま

す。 

      さて、今期定例会に提案されますものは、副議長選挙と報告１件、また平成

２０年度病院事業会計決算認定他３案件でございます。慎重ご審議いただきま

して、議会としての意思決定をお願い申し上げます。 

      なお、議事運営等まことに不慣れな私でございますが、誠心誠意努力いたす

所存でございますので、議員各位の絶大なるご支援とご協力を切にお願い申し

上げまして、まことに簡単でございますが、開会のあいさつといたします。 

      議事日程につきましては、皆様のお手元に配付してありますので、よろしく

お願いいたします。 

     ───────────────────────────────────── 

開会及び開議 

 午後１時３４分開会 

議長（青栁正敏君）  出席議員定足数に達しましたので、議会は成立いたします。 

      ただいまから、平成２１年第３回多野藤岡医療事務市町村組合議会定例会を

開会いたします。 

     ───────────────────────────────────── 

第１ 議席の指定 

議長（青栁正敏君）  日程第１、議席の指定を行います。 

      吉井町の廃置分合により、本年６月１日に高崎市が組合の組織団体となり、

７月２日の高崎市議会において、本組合議会議員の選挙が行われ、大野富士子

君、荻原節子君、飯野榮君、江原洋一君が本組合規約第６条第１項の規定によ

り選出されました。 

      議席は、会議規則第３条第２項の規定により、議長において指定いたします。 

      １２番、大野富士子君、１３番、荻原節子君、１４番、飯野榮君、１８番、

江原洋一君に指定いたします。 

     ───────────────────────────────────── 

第２ 新議員の紹介 

議長（青栁正敏君）  日程第２、新議員の紹介を行います。 

      恐れ入りますが、議員の名前を呼びましたらご起立願います。 

      １２番、大野富士子君。 

      １３番、荻原節子君。 



      １４番、飯野榮君。 

      １８番、江原洋一君。 

      以上、４名であります。 

     ───────────────────────────────────── 

第３ 会期の決定 

議長（青栁正敏君）  日程第３、会期の決定を議題といたします。 

      お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日１日といたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（青栁正敏君）  ご異議なしと認めます。今期定例会の会期は本日１日と決定いた

しました。 

     ───────────────────────────────────── 

第４ 会議録署名議員の指名 

議長（青栁正敏君）  日程第４、会議録署名議員の指名を行います。 

      会議録署名議員は、会議規則第７７条の規定により、議長において指名いた

します。７番、佐藤淳君、１１番、久保信夫君を指名いたします。 

     ───────────────────────────────────── 

第５ 管理者発言 

議長（青栁正敏君）  日程第５、管理者発言であります。 

      管理者。 

管理者（新井利明君）  本日ここに、平成２１年第３回多野藤岡医療事務市町村組合議

会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、大変ご多忙

中にもかかわらずご出席を賜り、感謝申し上げます。 

      さて、先の衆議院選挙により政権交代が行われ、病院経営にも少し明るい兆

しが見えているかなというふうに期待しているところでございます。また、こ

れから本格的なインフルエンザシーズンを迎えますが、希望者への新型インフ

ルエンザワクチン接種等に支障を来さない体制づくりや、病院経営にとって最

も重要な課題であります医師確保に努め、今後も地域医療の充実に貢献できる

よう努力してまいります。議員各位には深いご理解とご協力を賜りますよう心

からお願い申し上げる次第であります。 

      さて、本日の案件は、副議長選挙と報告１件、また、組合各事業の平成２０

年度決算等の４議案の審議をお願いするものであります。 

いずれも重要案件でございますので、慎重ご審議の上、ご決定いただきます

ようお願い申し上げまして、簡単ですが、開会のあいさつとさせていただきま

す。よろしくお願い申し上げます。 

     ───────────────────────────────────── 



第６ 選第１号 

議長（青栁正敏君）  日程第６、選第１号、副議長選挙を行います。 

      報告いたします。去る５月３１日付吉井町選出の大野富士子副議長より辞職

願が提出され、閉会中であったので、地方自治法第１０８条の規定により辞職

を許可したので報告いたします。 

      よって、ただいまより副議長選挙を行います。 

      暫時休憩いたします。 

（午後１時３８分休憩） 

（午後２時００分再開） 

議長（青栁正敏君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

      お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の

規定により指名推選により行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（青栁正敏君）  ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によるこ

とに決しました。 

      お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長により指名することに

いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（青栁正敏君）  ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決

しました。 

      副議長に小須田一美君を指名いたします。 

      ただいま議長において指名いたしました小須田一美君を副議長の当選人とし

て定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（青栁正敏君）  ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました小須

田一美君が副議長に当選されました。 

      ただいま副議長に当選されました小須田一美君が議場におられますので、本

席から会議規則第３１条第２項の規定により告知いたします。 

      副議長承諾のあいさつを願います。小須田一美君。 

副議長（小須田一美君）  ただいまご紹介をいただきました小須田一美でございます。 

      先ほどから議会が停滞しておりまして、これ以上皆様の貴重な時間を浪費す

るのもいかがなものかと思いまして、本来であれば慣例により神流町というこ

とでありますが、こういう事情ですので受けさせていただきます。 

      一言ごあいさつを申し上げます。ただいま多野藤岡医療事務市町村組合議会

副議長の選挙におきまして、不肖私が当選をさせていただきました。心から感

謝を申し上げます。まことに浅学非才ではございますが、議長の補佐役として



誠心誠意、円滑なる議会運営に努力する所存でございます。議員各位のご支援

とご協力をお願い申し上げまして、副議長就任のあいさつにかえさせていただ

きます。どうもありがとうございました。（拍手） 

     ───────────────────────────────────── 

第７ 報告第３号 

議長（青栁正敏君）  日程第７、報告第３号、資金不足比率の報告についてを議題とい

たします。 

      提案理由の説明を求めます。経営管理部長。 

経営管理部長（坂本和彦君）  報告第３号、資金不足比率の報告につきましてご説明申

し上げます。 

      地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、去

る８月２４日、小手澤、湯井両監査委員の審査をいただいておりますので、ご

報告申し上げます。 

      まず、病院事業会計の資金不足比率でありますが、流動資産が４１億３，０

２５万５千円、流動負債が６億６，０２６万６千円、差引剰余額が３４億６，

９９８万９千円となっており、資金不足が生じていないため資金不足比率が算

定されません。 

      次に、介護老人保健施設事業会計でありますが、流動資産が１億６，１９５

万円、流動負債が１，０３０万７千円、差引剰余額１億５，１６４万３千円と

なっており、資金不足額が生じていないため、資金不足比率が算定されません。

今後も資金不足額が生じないよう健全な運営を目指し、努力していきたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（青栁正敏君）  資金不足比率審査意見の報告を求めます。監査委員。 

監査委員（小手澤治君） 監査委員の小手澤でございます。報告申し上げます。 

      平成２０年度多野藤岡医療事務市町村組合立病院事業会計及び介護老人保健

施設事業会計の資金不足比率につきまして、審査の結果を監査委員を代表して

申し上げます。 

      去る８月２４日、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項

の規定に基づき、管理者より審査に付された平成２０年度資金不足比率につき

まして、審査を行った結果、地方公共団体の財政の健全化に関する法律及び関

係法令の定めるところにより算出されており、算定の基盤となった数値は正確

であり、両事業ともに資金の不足はなく、資金不足比率は算出されませんでし

た。 

      以上、まことに簡単ではございますが、審査の報告とさせていただきます。 

議長（青栁正敏君）  審査報告が終わりました。 

      これより質疑に入ります。ご質疑願います。 



（「なし」の声） 

議長（青栁正敏君）  お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（青栁正敏君）  ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

      以上で報告第３号について、報告を終わります。 

     ───────────────────────────────────── 

第８ 議案第１２号 

議長（青栁正敏君）  日程第８、議案第１２号、損害賠償の額を定めることについてを

議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。経営管理部長。 

経営管理部長（坂本和彦君）  議案第１２号、損害賠償の額を定めることについて、提

案理由の説明を申し上げます。 

      本件は、平成１４年１２月、当院婦人科で施行した卵巣腫瘍摘出術において、

卵巣とＳ状結腸との癒着部分を剥離した際、止血操作のときにＳ状結腸の動脈

分枝を結紮したため、Ｓ状結腸に血行障害が発生し腸管穿孔を引き起こしたも

のであります。このため当院外科にて開腹手術を実施し、平成１６年に欠損治

癒の判定となりました。その後、大腸機能異常の後遺症については、後遺障害

第１１級に該当するとの専門医の意見を踏まえ、補償について話し合いを重ね

てまいりましたが、平成２１年１０月１７日に損害賠償金６００万円を支払う

ことで和解解決を約束する旨の念書が本人から提出されました。 

      つきましては、多野藤岡医療事務市町村組合病院事業の設置等に関する条例

第６条の規定により、損害賠償額が５００万円以上については、議会の議決を

要する事項に該当いたしますので、議会の議決をお願いするものであります。   

なお、この損害賠償金につきましては、医師賠償責任保険により保険会社か

ら同額が病院事業会計に支払われる予定です。 

      以上、簡単でありますが、提案理由の説明とさせていただきます。慎重ご審

議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

議長（青栁正敏君）  提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。ご質疑願います。 

（「なし」の声） 

議長（青栁正敏君）  お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（青栁正敏君）  ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

      これより討論に入ります。討論ありませんか。 



（「なし」の声) 

議長（青栁正敏君）  討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

      これより採決いたします。議案第１２号、損害賠償の額を定めることについ

て、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（青栁正敏君）  起立全員であります。よって、議案第１２号は原案のとおり可決

されました。 

     ───────────────────────────────────── 

第９ 議案第１３号 

議長（青栁正敏君）  日程第９、議案第１３号、平成２１年度多野藤岡医療事務市町村

組合立病院事業会計補正予算（第１号）についてを議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。管理者。 

管理者（新井利明君）  議案第１３号、平成２１年度多野藤岡医療事務市町村組合立病

院事業会計補正予算（第１号）について、ご説明申し上げます。 

      今回の補正は、議案第１２号で議決をいただきました医療事故に対する賠償

金についてお願いするものでございます。 

      なお、詳細につきましては、経営管理部長より説明させますので、よろしく

お願い申し上げます。 

議長（青栁正敏君）  経営管理部長。 

経営管理部長（坂本和彦君）  それでは、詳細についてご説明申し上げます。 

      今回の補正は、第２条で示しておりますとおり、収入では病院事業収益で６

００万円の増額、支出において病院事業費用で６００万円の増額補正をお願い

するものでございます。 

      内容といたしましては、医療事故に対する賠償金の支払いと、それに伴いま

す保険金の収入を計上させていただきました。 

      以上、簡単でありますが説明とさせていただきます。慎重ご審議の上、ご決

定くださいますようお願い申し上げます。 

議長（青栁正敏君）  提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑に入ります。ご質疑願います。 

（「なし」の声) 

議長（青栁正敏君）  お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（青栁正敏君）  ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

      これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声) 



議長（青栁正敏君）  討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

      これより採決いたします。議案第１３号、平成２１年度多野藤岡医療事務市

町村組合立病院事業会計補正予算（第１号）について、本案は原案のとおり決

することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（青栁正敏君）  起立全員であります。よって、議案第１３号は原案のとおり可決

されました。 

     ───────────────────────────────────── 

第１０ 議案第１４号 

議長（青栁正敏君）  日程第１０、議案第１４号、平成２０年度多野藤岡医療事務市町

村組合立病院事業会計決算認定についてを議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。管理者。 

管理者（新井利明君）  議案第１４号、平成２０年度多野藤岡医療事務市町村組合立病

院事業会計決算認定について、ご説明を申し上げます。 

      公立藤岡総合病院では、高度で専門的な医療を提供する急性期医療、入院を

必要とする２次救急を中心とした医療を行っております。 

      また、地域住民の医療ニーズにこたえるべく地域医療機関との連携を進め、

継続性のある医療の提供を心がけております。そのためにも、医師の確保が重

要な課題と考え、医師の働きやすい職場環境の整備に努めております。今後も

収入の確保や経費の節減等に努め、運営基盤を強化していきたいと考えており

ます。 

      それでは、決算の大綱を説明させていただきます。 

      平成２０年度は、公立藤岡総合病院で２億６，０８７万円の純損失、附属外

来センターで７，２７５万円の純利益、訪問看護で１，６６９万円の純利益が

生じております。 

      平成２０年度は、３施設合計で１億７，１４３万円の純損失が生じ、公立藤

岡総合病院及び附属外来センターの繰越欠損金、訪問看護の繰越利益剰余金の

合計で２４億５，８１９万円の未処理欠損金を平成２１年度へ繰り越しました。

また、訪問看護については、未処分利益剰余金のうち８３万５千円を減債積立

金として剰余金処分計算書（案）を上程させていただきました。平成２０年度

も経営環境は厳しい状態でありますが、引き続き関係各位のご理解とご協力を

心からお願い申し上げます。 

      また、本決算につきましては、去る８月２４日、小手澤、湯井両監査委員の

審査をいただいております。その結果につきましては、議員各位のお手元に配

付いたしました意見書をいただいたわけでございます。大変ご苦労いただきま

したことを感謝申し上げ、改めて御礼申し上げます。 



      なお、詳細につきましては、経営管理部長より説明いたしますので、よろし

くお願い申し上げます。 

議長（青栁正敏君）  経営管理部長。 

経営管理部長（坂本和彦君）  それでは、詳細について、公立藤岡総合病院から説明い

たします。 

      患者状況ですが、入院患者数では年間１１万５，５３３人、１日平均３１７

人でございました。外来患者数につきましては、年間３万４，９６３人、診療

日数３６５日での１日平均は９６人でした。 

      次に、収益的収入及び支出であります。税抜き収入決算額は６８億２，５８

２万４８７円であります。その主なものは医業収益で６５億６，１１９万５，

４００円、このうち入院収益は５６億３，８６４万５，５５８円、外来収益で

は６億６，５３６万５，３５１円でございました。その他医業収益では２億５，

７１８万４，４９１円で、そのうち救急他会計負担金は８，００１万６千円で

あります。医業外収益は２億６，４００万４，０８７円で、その主なものは企

業債利子などの他会計負担金として１億６，５２２万９千円、国・県補助金３，

６９８万７，５０１円であります。特別利益は過年度損益修正益で６２万１千

円であります。 

      次に、支出の税抜き決算額は７０億８，６６９万５，０６６円で、このうち

医業費用では６７億６，７７６万３，２４１円でありました。主な内訳といた

しましては、給与費３８億４，７１７万８，４１６円、材料費１７億４，５０

９万８，２７０円、経費８億５，０３３万１，１６４円、減価償却費２億９，

８７４万７，３７２円であります。医業外費用は３億１，６８４万２，５４８

円で、その主なものは企業債の支払利息で１億３，８１８万３，９０５円、消

費税の費用化による雑支出が１億４，２３４万２，６４５円であります。特別

損失では過年度損益修正損として２０８万９，２７７円を計上したものでござ

います。医業収支比率では９６．９％、総収支比率は９６．３％で２億６，０

８７万４，５７９円の純損失を生じました。 

      続きまして、附属外来センターの詳細について申し上げます。患者状況です

が、外来患者数は年間１８万４，４２４人、診療日数２４３日で、１日平均７

５９人でございました。 

      次に、収益的収入及び支出であります。税抜き収入決算額は２１億５，５９

５万５，７８２円で、その主なものは医業収益で２０億３，６７２万１，６８

４円であります。このうち外来収益は１８億１，７６３万８，８８９円で、医

業収益の８９．２％を占めております。その他医業収益は２億１，９０８万２，

７９５円で、主なものは公衆衛生活動、医療相談等健診関係でございます。医

業外収益では１億１，９１５万４，８９７円、その主なものは企業債利子の他



会計負担金として７，５２９万３千円であります。 

      次に、支出の税抜き決算額は２０億８，３２０万４，４９９円で、このうち

医業費用で１９億５１９万５，８１１円であります。その主な内訳としまして、

給与費６億５，４４３万２，９２６円、材料費５億２，７１２万４，２３２円、

経費４億６，５１４万５，３３４円、減価償却費２億４，９１２万６，９１３

円であります。医業外費用は１億６，４４７万３，０８８円で、内訳としまし

て企業債支払利息が１億１，７０５万５，３０４円、消費税の費用化による雑

支出が４，７４１万７，７８４円であります。医業収支比率は１０６．９％、

総収支比率は１０３．５％で７，２７５万１，２８３円の純利益を計上いたし

ました。 

      続きまして、訪問看護の詳細について申し上げます。利用者状況ですが、年

間７，０９１人、訪問日数２４３日で１日平均２９人でした。収益的収入及び

支出で税抜き収入決算額は６，１５４万９，７５０円で、その主なものは療養

収益、利用料等の事業収益で６，１１０万６，３８９円であります。事業外収

益は受取利息等で４４万３，３６１円であります。 

      次に、支出の税抜き決算額は４，４８５万６，０８５円で、このうち事業費

用が４，４６４万２，０２０円であります。その主な内訳としまして、給与費

３，９９４万９，７０３円、材料費が６万２，１１９円、経費４４１万５，５

７８円、減価償却費３万１，５１２円であります。事業外費用としまして２１

万４，０６５円で、消費税の費用化によるものでございます。この結果、訪問

看護は純利益１，６６９万３，６６５円を計上いたしました。 

      ３施設合計で１億７，１４２万９，６３１円の純損失を生じ、公立藤岡総合

病院及び附属外来センターの繰越欠損金２５億４，３０８万８，９７７円、訪

問看護の繰越利益剰余金８，４９０万２，０１２円、差し引き２４億５，８１

８万６，９６５円を欠損金として２１年度へ繰り越すものでございます。 

      続きまして、資本的収入及び支出についてご説明申し上げます。税込み収入

決算額は、第１款公立藤岡総合病院資本的収入では１９億７，１９３万５千円

であります。内訳としましては、第１項の企業債元金の償還に対する他会計負

担金で２億４７７万５千円、第２項企業債で繰上償還の借換分を含め１３億５

千万円、第３項国・県補助金で２１６万円、第４項長期貸付金の償還金で４億

１，５００万円であります。 

      第２款附属外来センター資本的収入では、１億２，２０８万４千円で、償還

元金に対する他会計負担金であります。これに対して資本的支出の税込み決算

額は第１款公立藤岡総合病院資本的支出が２０億９，８０４万３，８１８円で、

内訳としまして、第１項建設改良費で設備機器整備費の２億６，９８５万円、

器械器具購入費の１億２，６９１万３，０８０円、第２項繰上償還を含めた企



業債償還金で１２億８，７７８万７３８円、第３項しらさぎの里への出資金で

４億１，３５０万円。第２款附属外来センター資本的支出では、企業債償還金

１億８，９８０万２２円であります。 

      第３款訪問看護資本的支出で病院への借入金償還金とし１５０万円でありま

す。資本的収入が資本的支出に対して不足する額１億９，５３２万４，８４０

円は、過年度分損益勘定留保資金１億９，４３７万８，９１２円、当年度分消

費税資本的収支調整額９４万５，９２８円を充てて収支の均衡を図りました。 

      続きまして、剰余金処分計算書案について申し上げます。これは地方公営企

業法第３２条第１項の規定する剰余金の処分で、訪問看護につきまして平成２

０年度の純利益１，６６９万３，６６５円のうち８３万５千円を減債積立金と

して積み立て、８，４０６万７，０１２円を翌年度へ繰り越すものでございま

す。 

      以上、詳細についての説明を終わらせていただきます。慎重ご審議の上、ご

決定いただきますようお願い申し上げます。 

議長（青栁正敏君）  決算審査の報告を監査委員にお願いいたします。 

監査委員（小手澤治君）  平成２０年度多野藤岡医療事務市町村組合立病院事業会計決

算について、審査の概要と結果について監査委員を代表して報告申し上げます。 

      去る８月２４日、地方公営企業法第３０条の第２項の規定に基づき、管理者

より審査に付された平成２０年度決算報告書並びに事業報告書を中心に、証書

類を照合し、審査を行ったものであります。審査の結果、収支の計数は正確で

あると認めました。内容につきましては、決算審査意見書のとおりでございま

す。患者利用状況及び決算額については、提案理由説明の数字と同様でありま

すので、省略させていただきます。 

      平成２０年度病院事業決算では、附属外来センターで純利益が出ているもの

の公立藤岡総合病院では損失となっており、依然として厳しい状況ではありま

すが、資金面におきましては、年度当初より増加しております。 

      今後の病院事業は、医師や看護師を確保することで、経営の改善を目指すと

ともに、より一層の費用の削減を図りつつ、地域中核病院としての安定した医

療の提供を期待するものです。 

      以上、まことに簡単ではございますが、決算審査の概要についての報告とさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

議長（青栁正敏君）  決算審査の報告が終わりました。 

      これより質疑に入ります。ご質疑願います。７番、佐藤淳君。 

議員（佐藤淳君）  平成２０年度の決算について、何点か質問させていただきます。 

      ３条予算のところで大分改善はされてきた。一時期、細かな数字までは定か

でありませんけれども、１５億円ぐらいあったものが１億７千万、１０分の１



ぐらいまで圧縮されたのかなと、大変喜ばしいことなんですけれども、それぞ

れの項目を見ると、給与費、いわゆる人件費のところで１９年度に比べて大幅

な減額、これは人勧の関係だとか、いろいろあるんでしょうけれども、さらに

遡って１８年、１７年という部分で見ていくと、特別１９年度の数字が大きい

んですけれども、この辺の要因、そして３億何ぼ減額になったこの辺の要因に

ついても、説明をしていただければというふうに思います。 

      それぞれ、材料費だとか、あるいはいろいろな部分、企業債の償還等につい

ても一括償還による利子の関係ですか、そういった部分はあるんでしょうけれ

ども、それぞれの部署でこういった経営努力をして、こういうふうな数字にな

ったというものがあればお示しをしていただきたいと思います。 

      それから、先ほど監査委員のほうからさらなる経費の削減ということが一つ

のテーマなんだというお話もありましたけれども、ここ７、８年余り、いろん

な改革をして、ようやく１億７千万のマイナスというところまでこぎつけてき

たというふうに理解はしているんですけれども、さらなる経費の削減、この辺

が本当に可能なのかという部分についても、では、何でもかんでも削減してい

っていいかということになりますと、当然人の命を預かる医療ということです

から、一番基本的な部分に影響が出てくると大変困るというふうな考え方も私

は持っていますので、その辺についても可能かどうか答弁をいただければあり

がたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（青栁正敏君）  医事情報課長。 

医事情報課長（松田裕一君）  それでは、人件費の軽減ということでお答えさせていた

だきます。 

      平成１９年度から２０年度ということで、人件費、給与のほうが減になって

おります。先ほどの１８年度から比較してということなんですが、平成１９年

度は退手組合を脱退いたしまして、退職引当金を３億円ほど計上させていただ

きました。２０年度につきましては、全体の計画自体も減っているんですが、

退職引当金が１億７千万円ほどの計上ということで、１億３千万円ほど減額に

なっております。人勧の関係ではなく、退職手当組合を脱退いたしまして、そ

の後に退職引当金という形で退職金を確保している状態です。 

      それから、さらなる経費の削減ということですが、２０年度からＤＰＣ、包

括医療請求ということで、新たな診療報酬の請求を７月から行っております。

経費の削減の中では、その中で薬品に関して、後発品への切り替えということ

で、経費の削減を今後も続けていきたいと思っております。以上でございます。 

議長（青栁正敏君）  病院機能再整備室長。 

病院機能再整備室長（黒澤美尚君）  お答えします。 

      経費の削減につきましては、保守以外について入札を実施しております。ま



た、長期継続契約条例に基づき、長期継続契約を主に進めております。今後に

つきましては、永遠に削減できるというものではありませんので、内容の仕様

の見直し、そしてもう一度、契約方法等の検証をしながら削減に努めていきた

いというふうに思っております。以上です。 

議長（青栁正敏君）  ７番、佐藤淳君。 

議員（佐藤淳君）  それぞれの部署でということでしたから、ほかの部署の答弁もいた

だきたかったんですけれども、まだ今の話だと、もう少々可能性があるんだと

いうふうにも受け取れる発言なんですけれども、そのことによって、現場、医

療現場で何らかの影響は出ないのかというふうな趣旨で質問したつもりなんで

すけれども、その辺の回答がなかったので、だれか責任ある方、回答ができる

方がいらっしゃれば、そのことについても大事なことなので、ぜひお示しをし

ていただきたいというふうに思います。 

      それから、いろんな意味でこの病院のあり方ですか、今日までさまざまな観

点から議論がなされてきたわけでありますけれども、この病院を、当然２つの

病院ということなんですね。これをいま一度、一つにするというふうな議論も

あったんですけれども、以前、私の質問に管理者のほうから、方法はともあれ、

いずれにしても、これを一つにするんだというふうなお話が議会の中でもあっ

たんですけれども、こういった決算状況を見てみますと、大分改善をされてき

ている、そして国のほうもさまざまな施策を打っている、医師不足の問題に対

しても医学部の定数を増やすとか、そういったことで診療報酬の改定やら、何

やらもろもろ、では２１年度はどうなのか、さらに２２年度はどうなのか、こ

の数字だけを見ていくと、楽観的に見ていけば、３条予算のところでもいずれ

プラスになるんではないかというふうな思いもするんですけれども、そういう

状況下の中で、改めて管理者にお伺いをいたしますけれども、こういう状況下

においても、この病院を一つにするという考え方に変わりはないかどうかお伺

いいたします。 

議長（青栁正敏君）  経営管理部長。 

経営管理部長（坂本和彦君）  それでは、経営改善、いろんな意味での経費削減に努力

してまいりましたけれども、医療現場に影響はないのかというご質問だったと

思います。これにつきましては、影響のないような形でやってまいりましたの

で、影響はないと、その証拠には、２０年度の決算は前年度よりも良くなって

きているということであります。 

      人的資源も数が多ければ良いということではないと思うんですね。適当な数

というんですか、適当な量というのがあると思いますので、ぜい肉もいっぱい

つくとメタボになりますので、適当な体力で適正な業務をしていくと、そうい

った意味での経営改善ということで努めてまいりましたので、今のところは影



響がないと私自身は考えております。ただ、さらにもっと体重が落とせるかと

いうことになれば、そろそろ難しい時期に来ているかなというふうには思って

おります。 

      そこで、管理者にということでございましたけれども、さらにもっと違った

次元での議論として、機能の再整備ということが今まで何年間か議論されてま

いりましたけれども、そういった抜本的な改善も視野に入れた中期、長期の計

画を今後は策定していく、構成市町村のほうにもご相談させていただくと、そ

ういうふうな流れになっていくのかなというふうに考えております。 

議長（青栁正敏君）  管理者。 

管理者（新井利明君）  開会のごあいさつでも申し上げさせていただきましたけれども、

やはり病院事業というのは、医療現場、例えば先生方、そして看護師さん等々

の現場というのが非常に大事になってくるわけでございます。その中で、２つ

に分かれている不便さ、このことは先生方、看護師さん等が一番感じていると

ころなんだと思います。ですから、経営的にまあまあ良くなってきたから、こ

れでもいいじゃないかという議論もあるかと思うんですけれども、将来という

ことを考えたときには、やはり本来一つになるべきだろうというふうなことを

私は考えております。いつからできるかという問題につきましては、いろんな

立場で、また財源的な問題を含めて検討していかなければいけないなというふ

うに思っております。 

議長（青栁正敏君）  佐藤淳君。 

議員（佐藤淳君）  経営管理部長のほうから、医療現場に影響はないんだというお話な

んですけれども、支出のところを見ていますと、それぞれ人件費、材料費、い

ろいろ削減はされているんですけれども、雑損失のところだけが特出して伸び

ている、これが患者さんにとっては一番大事なことなんですね。ある意味でみ

んなわらにもすがる思いで先生に頼るわけですから、前の議案でもありました

けれども、この部分について、余り触れるつもりはありませんけれども、この

部分が非常に伸びていくことが、本当の意味の市民サービスなんですか、医療

なんですかというところなので、これは非常に難しい問題があると思いますけ

れども、とにかく万全の体制をとっていただいて、この雑損失の部分が増える

ようなことのないように、ぜひ知恵を出していただきたいというふうに思いま

す。 

      それから、中長期的に計画しようというのですけれども、毎年毎年ある意味

で節目節目で中長期的な計画を示してきたわけなんですね。また何年かたち節

目になると、また中長期的な計画が出てくるわけです。いつの時点の計画が正

しいんですか、いつの時点の計画がベースになっているんですかという部分が

あるので、そこで私は管理者に、その辺がどうなんですかという部分を聞いて、



基本的にそういうことでやるんだと、方法だとか、時期だとかは、できれば時

期もある意味で議会に対してきちんとある程度の時間的な範囲はあるにしても、

お示しをしていただきたいというふうに思ったんですけれども、その辺につい

て、もう一度明確に、一つにするなら一つにする、それは先生や看護師さん、

ここで働いているスタッフの皆さんの意向を最も尊重しなければならないと思

いますし、２つあることによって、今日まで３条予算のところで大変なマイナ

スを計上してきたわけですから、この辺も先ほど言ったように、大分限界に近

づいているんじゃないか、いろんな経費の削減についても、そろそろ限界に近

づいているんじゃないかというお話もありましたので、その辺も含めて一つに

することによってかなり改善されるんじゃないかなというふうな気もしますの

で、ぜひもう一度その点について明確に示していただければというふうに思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

議長（青栁正敏君）  経営管理部長。 

経営管理部長（坂本和彦君）  質問の趣旨に沿っているかどうかわかりませんが、説明

させていただきますと、当院は平成１３年度までは黒字の病院でございました。

平成９年に病院の長期の計画書を策定して、平成１４年度に外来を分離して現

在の体制になっております。その結果、単年度で先ほどから佐藤議員もご指摘

のような大幅な赤字を計上してまいりました。平成１６年に私の前任者が中長

期の計画を見直ししましょうということで、外来分離の検証をして経営改善を

進めていきましょうということで、平成１６年にたしか中期計画を議会のほう

にお示しして、そして経営改善に努めてまいりました。外部委託をするとか、

入札制度を取り入れるとか、あと収入策としては地域医療支援病院をとるとか、

様々なことを行ってまいりました。 

      そして、平成１６年に策定した中長期計画を今検証しておりまして、平成２

１年度で切れてしまうものですから、来年２２年度からは新たな計画のもとで

今後どういうふうに病院をしていったらよいかということで今検討中でござい

まして、構成市町村、あるいは議会には、その計画の概要がまとまり次第ご説

明を申し上げて、そして理解を求めて、また新たなご意見があればご意見も吸

収していくような形で計画をまとめていきたいというふうに現在考えておりま

す。 

議長（青栁正敏君）  管理者。 

管理者（新井利明君）  管理者と同時に藤岡市長として、構成市町村の立場もあります

ので、そちらからもいろいろ検証しております。特に、この病院は外来センタ

ーのほうは平成１４年にオープン、それからやっておりますから、まだまだ起

債の残りが相当残っております。また、入院棟のほうの施設につきましても、

大規模改修しましたので、その起債の償還があります。 



      そういったことを各市町村でご了解いただきながら、繰上償還ができるのか

どうか、これは国にも相談しなければ、何とも判断つかないわけでございます

ので、そういったことを検証しつつ、やっていかなければならないというふう

に思っております。それがまた、これからの病院のあり方、または経営のあり

方、こういったものに大きく影響を及ぼすと思っておりますので、これからも

管理者としても、病院のあり方について病院長等とよく相談していきたいなと

いうふうに思っております。 

議長（青栁正敏君）  他にご質疑ありませんか。 

（「なし」の声) 

議長（青栁正敏君）  お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（青栁正敏君）  ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

      これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声) 

議長（青栁正敏君）  討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

      これより採決いたします。議案第１４号、平成２０年度多野藤岡医療事務市

町村組合立病院事業会計決算認定について、本案は原案のとおり決することに

賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（青栁正敏君）  起立全員であります。よって、議案第１４号は原案のとおり可決

されました。 

     ───────────────────────────────────── 

第１１ 議案第１５号 

議長（青栁正敏君）  日程第１１、議案第１５号、平成２０年度多野藤岡医療事務市町

村組合立介護老人保健施設事業会計決算認定についてを議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。管理者。 

管理者（新井利明君）  議案第１５号、平成２０年度多野藤岡医療事務市町村組合立介

護老人保健施設事業会計決算認定について、ご説明を申し上げます。 

      高齢化社会を迎え、介護保険法は今後の高齢化社会に対応する社会保障シス

テムとして現在多くの人に利用され、今後も利用者はますます増えてまいりま

す。また、利用者ニーズの多様化を踏まえ、介護予防サービス・地域密着型サ

ービス等、介護サービスの種類も多様化されてまいりました。しらさぎの里は

平成９年７月開設以来１２年を経過し、藤岡地域の中核的な介護老人保健施設

として運営しております。しかし、食費や居住費の自費化の導入と介護報酬の

引き下げの影響で非常に厳しい経営状況になっております。今後も引き続き良



質な介護サービスを効率的に提供していくためには、しらさぎの里が地域にと

ってどのようにあるべきか、運営形態も含めて検討していきたいと考えており

ます。 

      それでは、概要について説明申し上げます。第１款施設運営事業収益につい

て、予算額４億６，１６１万８千円に対しまして、決算額４億６，１０５万４，

６４２円、予算に対しまして５６万３，３５８円の減益となっております。こ

れに対する費用ですが、第１款施設運営事業費用、予算額５億２５７万９千円

に対しまして、決算額４億８，８０６万２，７９７円、予算額に対し１，４５

１万６，２０３円の不用額となりました。なお、本決算につきまして、去る８

月２４日、小手澤、湯井両監査委員の審査をいただいております。その結果に

つきましては、議員各位のお手元に配付いたしました意見書をいただいたわけ

でございます。大変ご苦労をいただきましたことを感謝申し上げ、改めて御礼

申し上げます。 

      なお、詳細につきましては管理課長より説明させますので、よろしくお願い

申し上げます。 

議長（青栁正敏君）  しらさぎ管理課長。 

しらさぎ管理課長（三浦真二君）  引き続いて内容説明をいたします。 

      まず利用者の状況についてですが、介護老人保健施設事業において入所者数

は２万７，０６２人、１日平均７４．１人、短期入所者数は４９７人、１日平

均１．４人、通所利用者数は延べ１万６７０人、１日平均４２．２人でありま

した。利用者の平均介護度につきましては、入所者、年平均３．３、短期入所

者２．６、通所者２．６でありました。第３条収益的収入及び支出については、

第１款施設運営事業収益の決算額は４億６，１０５万４，６４２円、特別利益

１１万６，５４８円を除くと４億６，０９３万８，０９４円となり、前年対比

１，４０４万５，２５６円の増収で、前年比率は１０３．１％となりました。 

      次に、第１款施設運営事業費用は、４億８，８０６万２，７９７円で、前年

対比２，０７６万８，６６５円の費用増で、前年比率は１０４．４％となりま

した。その結果、２，７００万８，１５５円の当年度純損失を生じました。な

お、細部については、科目別明細で示しておりますので、よろしくお願いいた

します。 

      以上で詳細説明にかえさせていただきます。慎重ご審議いただきましてご決

定いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

議長（青栁正敏君）  決算審査の報告を監査委員にお願いいたします。 

監査委員（小手澤治君）  平成２０年度多野藤岡医療事務市町村組合立介護老人保健施

設事業会計決算について、審査の概要と結果について、監査委員を代表してご

報告申し上げます。 



      去る８月２４日、地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づき、管理者よ

り審査に付された平成２０年度決算報告書並びに事業報告書を中心に、証書類

を照合し、審査を行ったものであります。審査の結果、収支の計数は正確であ

ると認め、内容につきましては、決算審査意見書のとおりでございます。利用

状況及び決算額については、提案理由説明の数値と同様でありますので、省略

させていただきます。 

      介護老人保健施設しらさぎの里は、平成９年７月に開設し１２年が経過し、

地域の中核的な介護保険施設として期待され、多くの人に利用されております。

しらさぎの里は地域にとって必要な介護老人保健施設ではありますが、近年の

利用者負担の引き上げ、介護報酬の引き下げ、介護サービスの多様化など介護

老人保健施設を取り巻く経営環境は非常に厳しい時代を迎えました。このよう

な環境下で組合事業として今後も経営を続けることができるのか運営形態を含

めて検討されたい。 

      以上、簡単ではございますが、決算審査の概要についての報告とさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

議長（青栁正敏君）  決算審査の報告が終わりました。 

      これより質疑に入ります。ご質疑願います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声) 

議長（青栁正敏君）  お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終結

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（青栁正敏君）  ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

      これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声) 

議長（青栁正敏君）  討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

      これより採決いたします。議案第１５号、平成２０年度多野藤岡医療事務市

町村組合立介護老人保健施設事業会計決算認定について、本案は原案のとおり

決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（青栁正敏君）  起立多数であります。よって、議案第１５号は原案のとおり可決

されました。 

     ───────────────────────────────────── 

字句の整理の件 

議長（青栁正敏君）  お諮りいたします。会議規則第３８条の規定に基づき、本会議の

議決の結果、その条項、字句、数字、その他整理を要するものにつきましては、

その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。 



（「異議なし」の声） 

議長（青栁正敏君）  ご異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字、その他の整

理は議長に委任することに決しました。 

     ───────────────────────────────────── 

管理者あいさつ 

議長（青栁正敏君）  この際、管理者より発言を求められていますので、これを許しま

す。管理者。 

管理者（新井利明君）  本日は長時間にわたって慎重審議の上、ご決定いただきまして

まことにありがとうございました。今後も病院の健全経営と地域連携の充実を

図りつつ、地域から信頼される病院づくりにより一層の努力をしてまいります

ので、今後とも議員各位にはご支援賜りたいと存じます。 

      これから年末を迎えお忙しいことと存じますが、お体をご自愛いただきたい

と思います。 

      本日はまことにありがとうございました。 

     ───────────────────────────────────── 

閉会 

議長（青栁正敏君）  以上をもちまして、本会議に付議されました案件の審議は全部終

了いたしました。 

      これにて、平成２１年第３回多野藤岡医療事務市町村組合議会定例会を閉会

いたします。長時間ご苦労さまでした。 

午後２時５６分閉会 
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